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令 和 3 年 1 2 月 1 3 日 

環境建設委員会 報告資料２ 

まちづくり部都市計画課 
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柏町二丁目開発事業に関する特例協議について 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料① 
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１．事業場所 ：立川市柏町二丁目２５番１外 

２．事業名称 ：柏町二丁目開発事業 

３．事業内訳 

 

 

 

 

 

 

 

４．事業スケジュール：令和４年３月末完了予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業区域面積 約１１，４０７㎡ 

宅地 ４３区画 

店舗 １区画（敷地面積約２，２８６㎡、駐車場約９７６㎡） 

公園面積 約６８４㎡（2か所） 

道路面積 約 2,４１７㎡ 

防火水槽 計１２０ｔ（８０ｔ1 基（既存）、４０ｔ1 基（公園内に新設）） 

総合治水対策 約５７９㎥（基準対策量と同等） 

事業概要 
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1．環境・安全 

方策 協議事項 

雨水流出抑制

の推進等 

近年の都市型集中豪雨における水災害等の発生を踏まえ、雨水処理については、雨水流出抑制施設（雨水浸透施設）の十分な検討をお願いしたい。 

ごみの減量、

リサイクルの

推進等 

①事業所においては、資源とごみを分別できるよう、保管設備を整備されたい。また、敷地内の不法投棄対策や、ごみ等の保管場所の管理を適切に行

い、不法投棄や鳥獣被害によって周辺環境に影響を及ぼすことがないよう留意されたい。 

②事業所においては、簡易包装や、紙くずのリサイクル等、ごみ減量の取組を推進していただきたい。 

自治会加入等 自治会加入率が減少傾向にあることから、該当区域自治会への積極的な加入促進を要望します。 

良好な住環境

の形成等 

現在の良好な住環境を引き続き保全・形成するため地区計画策定等の検討を図られたい。 

 
２．福祉・保健 

方策 協議事項 

地域・障害福

祉の推進等 

高齢者や障害者を含めたすべての人が、安全、安心、快適に利用できる施設とするため、ユニバーサルデザインの考え方に立った整備が求められま

す。 

「東京都福祉のまちづくり条例」の趣旨を踏まえ、同条例施設整備マニュアル（平成 31 年３月 東京都）に定める「努力基準」はもとより、「望ま

しい整備」に挙げられている整備を要望します。 

 

 

 

 

  

特定開発事業の特例協議事項一覧（令和３年 10 月末現在） 
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※計画中のため、今後変更になる可能性があります。 
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公園 2 
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幸町四丁目開発事業に関する特例協議について 
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１．事業場所 ：立川市幸町四丁目３６番１外 

２．事業名称 ：幸町四丁目開発事業 

３．事業内訳 

 

 

 

 

 

 

 

４．事業スケジュール：令和 4年 7月末完了予定 

５．備考：都道約５ｍ拡幅予定あり。現在事業中。 

 

※計画中のため、事業内容は変更する場合があります。 

 

 

 

 

事業区域面積 約１６，６１５㎡ 

宅地 ８３区画 

店舗（テナント未定） １区画（約２,０８３㎡予定） 

公園面積 約９９８㎡ 

道路面積 約３,０２４㎡ 

防火水槽 計１２０ｔ（４０ｔ１基，８０ｔ１基） 

総合治水対策 約８３８㎥（基準対策量と同等） 

事業概要 



8 
 

 

 

１．子ども・学び・文化 

方策 協議事項 

文化芸術の振

興等 

 

立川市文化芸術のまちづくり条例第６条第２項において、「市民及び市は、公共施設を文化芸術に関する活動の場として活用するよう努めると

ともに、必要な文化施設や環境の整備を図る。」と規定している。屋外アートの設置や文化施設等の整備等、暮らしの中で自然に文化芸術に触

れ、楽しむことができることを計画に盛り込んでいただきたい。 

 

 

２．環境・安全 

方策 協議事項 

雨水流出抑止

の推進等 

雨水処理については、総合治水対策を踏まえた雨水流出抑制施設の設置等により、近年の集中豪雨における水災害を軽減する対策を講じられた

い。 

ごみの減量、リ

サイクルの推

進等 

① 現状で家庭ごみは戸別収集になっています。住宅完成後各戸入居日が異なるため、施工会社においては、住宅番号（土地利用図）等で収集開

始日の連絡をごみ対策課まで FAX で送付すること。 

② 戸建て住宅の家庭ごみは、戸別収集のため、決められた指定品目を守り、当日は朝 8 時までに玄関先に排出すること。店舗のごみは、事業

系ごみに該当するため、事業系一般廃棄物収集運搬許可業者と契約し廃棄物の保管場所の設置と廃棄物保管場所設置届を提出すること。 

通学児童の安

全対策等 

宅地東側道路は、小中学生が通学に利用し、車や自転車の交通量も多い。交通誘導員の配置や登下校時間帯の大型車搬入を制限する等、適切か

つ十分な安全対策を実施されたい。 

温暖化対策 地球温暖化の防止・低炭素社会の実現に向けて、省エネルギー機器や再生可能エネルギー機器の導入等を積極的に図られたい。 

自治会加入等 自治会加入率が減少傾向にあることから、該当区域自治会への積極的な加入促進を要望します。 

良好な住環境

の形成等 

現在の良好な住環境を引き続き保全・形成するため地区計画策定等の検討を図られたい。 

 

 

 

 

大規模開発事業の特例協議事項一覧（令和３年１０月末現在） 
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３．福祉・保健 

方策 協議事項 

地域、障害福祉

の推進等 

高齢者や障害者を含めたすべての人が、安全、安心、快適に利用できる施設とするため、ユニバーサルデザインの考え方に立った整備が求められ

ます。 

「東京都福祉のまちづくり条例」の趣旨を踏まえ、同条例施設整備マニュアル（平成 31 年３月 東京都）に定める「努力基準」はもとより、「望

ましい整備」に挙げられている整備を要望します。 
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※計画中のため、今後変更になる可能性があります。 


